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 この章は、文部科学省が毎年５月１日現在で実施する「学校基本調査」における幼稚園、小学校、

中学校、高等学校の基本的事項及び３月に中学校、高等学校を卒業した者の進路状況に関する集計

結果で構成されています。 

 

 

【用語の解説】 

 

<中学校卒業者に関する事項> 

 高等学校等進学者 

  高等学校（通信制課程を含む。）、中等教育学校後期課程、特別支援学校高等部及び高等専門学

校へ進学した者である。また、進学し、かつ、就職した者を含む。 

 

 専修学校（一般課程）等入学者 

  専修学校（一般課程）及び各種学校へ入学した者である。 

 

 その他 

  家事手伝いをしている者、外国の高等学校等に入学した者または進路が未定であることが明ら

かな者である。また、死亡及び不詳を含む。 

 

 就職率 

  卒業者のうち就職進学者を含む就職者総数の占める割合である。 

 

 

<高等学校卒業者に関する事項> 

 大学等進学者 

  大学・短期大学（通信教育部を含む。）、高等学校（専攻科）及び特別支援学校高等部（専攻科）

へ進学した者である。また、進学し、かつ、就職した者を含む。 

 

 専修学校（一般課程）等入学者 

  専修学校（一般課程）及び各種学校へ入学した者である。 

 

 一時的な仕事に就いた者 

  アルバイト、パート等で臨時的な収入を目的とする仕事に就いた者である。 
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 その他 

  家事手伝いをしている者、外国の大学等に入学した者または進路が未定であることが明らかな

者である。また、死亡及び不詳を含む。 

 

 就職率 

  卒業者のうち就職進学者を含む就職者総数の占める割合である。 


